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１．個別施設計画 

１－１ 背景 

 平成２５年１１月にインフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議により策定された

「インフラ長寿命化基本計画」（以下「基本計画」という。）、平成２７年３月に文部科学省によ

り策定された「文部科学省インフラ長寿命化計画（行動計画）」（以下「文科省行動計画」とい

う。）において、施設の長寿命化に向けた各設置者における取組を一層推進することが示されて

おり、国立大学法人についてはインフラ長寿命化計画（以下「行動計画」という。）を平成２８

年度（２０１６年度）末までに、個別施設毎の長寿命化計画（以下「個別施設計画」という。）

を平成３２年度（２０２０年度）末までに策定するよう求められている。これらの要請を踏ま

え、本学においては、平成２９年３月に行動計画を策定したところである。 

本計画は、行動計画に基づく個別施設計画（Ⅰ期）として、また、キャンパスマスタープラ

ン（以下「ＣＭＰ」という。）を補完するものとして策定するものである。 

 

 

※「国立大学法人等施設の長寿命化に向けた基本的な考え方の整理（Ｈ３０.３）参考資料」より 

１－２ 目指すべき姿 

 本学の保有する建物・工作物・基幹設備等（以下「インフラ」という。）について、メンテナ

ンスサイクルを構築することにより計画的な維持管理を行い、対象施設における施設の健全性

を確保するとともに、老朽化に起因する重要インフラの重大事故ゼロを目的とする。 

 また、メンテナンスサイクルを着実に実行できるよう、従前の改築中心から、長寿命化への

転換による中長期的な維持管理等に係るトータルコストの縮減を図るとともに、行動計画・個

別施設計画の策定を通じ予算の平準化に努める。 

 

１－３ 対象施設   ※行動計画（１－３ 対象施設）より 

 安全性・重要性・経済性等の観点から、計画的な維持管理（点検・診断、修繕・更新等のメ

ンテナンスサイクル）を実施する必要性があるインフラを本計画の対象施設とする。 

 ただし、規模・用途等を勘案し、計画的な維持管理の必要性が低いと判断されるインフラに

ついては、計画対象外とする。 
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【対象施設】 

分類 種別 備考

建物 建物 外部

内部　　※設備器具類を含む

ライフライン 受変電設備 高圧受変電設備　　※特別高圧受変電設備を含む

電源設備 自家発電設備　　※太陽光発電等を含む

直流電源設備

無停電電源設備

通信・防災設備 中央監視制御装置

電話交換設備

消防用設備

受水槽設備 受水槽設備　　※高架水槽を含む

排水設備 排水処理設備

熱源設備 冷凍機設備

ボイラ設備

昇降機設備 エレベータ設備　　※小荷物専用昇降機を含む

エスカレータ設備

屋外配線等 屋外電力線（低圧・高圧）

屋外通信線（電話・ＬＡＮ・防災）

屋外配管 屋外ガス管

屋外給水管

屋外排水管（雨水・汚水・実験）

屋外冷暖房管 屋外冷暖房管  

【計画対象外施設】 

 ・１００㎡未満の小規模建物 

 ・独立した倉庫・器具庫、厩舎、駐輪場等、継続的な居住者のない建物 

 ・プレハブ等、簡易かつ耐用年数が短い建物 

 ・借用施設 

 ・工作物（フェンス、擁壁、案内板等） 

 

１－４ 計画期間  

 個別施設計画の計画期間は、行動計画（１－４ 計画期間）において、「今後策定する個別施

設計画については２０２５年度までを計画期間とする ※個別施設計画の全体構想は２０４５年度までとし、計

画期間は１０年単位でⅢ期に分けて設定する」こととしている。 

本計画は、２０１６年度から２０２５年度までを計画期間として策定する。 

年度（西暦） 16 20 25 30 35 40 45

行動計画

個別施設計画 Ⅱ期 Ⅲ期

計画期間

Ⅰ期
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２．施設の実態 

２－１ 対象施設の現状 

【老朽化状況：建物】 

 本学は約４２,８万㎡（H30.5 現在 ※未完成含む）の建物を保有しており、建築年別保有面積の

内訳は経年２５年未満の建物が約１４,７万㎡、改修済み建物が約１０,９万㎡、経年２５年以

上の未改修建物が約１７,２万㎡である。また、約７,５万㎡は経年５０年超となっている。 

 未改修建物の内訳は、大規模改修時期にあたるＳ５４～５８年建設の建物が約４,２万㎡、今

後１０年以内に改修時期となる建物が約６,６万㎡、改修時期を過ぎた建物が約６,４万㎡ある。 

 

〔図〕建設年別保有面積（H30.5） 

 

 

【老朽化状況：ライフライン】 

 屋外給水管、屋外ガス管、屋外排水管、屋外冷暖房管、受水槽は経年２５年以上の割合が５

０％を超えており特に老朽化が進んでいる。 

〔図２〕ライフライン老朽状況（H30.5） 
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２－２ 対象施設の課題 

 老朽化の進行により、機能面、経営面、安全面で課題が生じている。 

【機能面】電気容量不足等の施設機能の陳腐化により新たな教育活動に支障が生じており、計

画的に機能改善を行う必要がある。 

【経営面】老朽化した設備の使用による光熱水等のエネルギーロスや故障等の修繕にかかる維

持管理費の増加が経営を圧迫しており、計画的な省エネ改修が必要である。 

【安全面】ガス管、給水管等の腐食による漏れや配電盤、電気配線の劣化による停電や火災等

の重大な事故恐れがある。また、防水、外壁の劣化により、雨漏りによる教育研究活動の中断

や外壁落下による重大な事故が発生する必要があるため、計画的に改修していく必要がある。 

                    

 

 

 

  

 

腐食した竪樋          劣化により軒裏コンクリートが剥落       落下したコンクリート片 

  

  

  

    

  

   

   屋上防水シートの剥離           老朽化した屋外給水管            老朽化した空調設備 

 

３．優先順位の考え方 

３－１ 優先順位の考え方 

【大規模改修】 

 大規模改修では、建物の安全性の確保とともに教育・研究・診療等の機能強化についても重

要な要素であり、本学のアカデミックプラン等を踏まえた整備とする必要がある。このため、

ＣＭＰにおいて施設整備の方向性を示しており、各事業の優先順位は本学の施設環境委員会に

おいて審議し決定している。 

 

【修繕・更新】 

 修繕・更新については行動計画（４－１ 点検・診断、修繕・更新等）において、「従来の事

後対応型修繕から個別施設計画に基づく予防保全型修繕への転換により長寿命化を図る」こと

としており、優先順位の考え方についても次のとおり示している。 

（建物）規模、用途、利用状況、老朽化状況等を考慮して総合的に優先度を判断する。 

（ライフライン）種別、老朽状況、安全性、教育研究への影響度を考慮して総合的に優先度

を判断する。種別による優先度は、受変電設備、受水槽設備、中央熱源方式の空調設備を高

く設定し、優先的に更新を計画する。 
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３－２ 劣化状況評価 

 優先順位検討における評価指標の一つとなる建物の老朽化状況を把握するため、３年周期で

劣化状況を確認し評価を行う。 

劣化状況の確認は、「４－１ 点検・診断」で実施する各種調査等の結果を活用することとし、

劣化状況の評価は平成２９年３月文部科学省により策定された「学校施設の長寿命化計画策定

に係る解説書」（以下、「解説書」という。）を参考として、屋根・屋上、外壁・外部建具、内部

仕上げ、電気設備、機械設備の部位毎にＡ・Ｂ・Ｃ・Ｄの４段階評価とする。 

また、建物の総合的な劣化状況を数値化した評価指標として、部位毎の評価点に不具合発生

時の安全性や支障具合を考慮した評価係数を乗じて健全度を算出する。 

 

評価
屋根・屋上、外壁・外部建具

（目視による評価）

内部仕上げ、電気設備、機械設備

（経年による評価）　※新営又は大規模改修後

Ａ 概ね良好 経年２０年未満

Ｂ 部分的に劣化（安全上・機能上問題なし） 経年２０年～３９年

Ｃ 広範囲に劣化（安全上・機能上不具合発生の兆し） 経年４０年以上

Ｄ

早急に対応する必要がある

（安全上・機能上問題あり）
（躯体の耐久性に影響を与えている）

経年に関わらず著しい劣化がある

評価基準

①部位の評価点 ②部位の評価係数

評価 評価点 部位 不具合発生時の影響 係数

Ａ 100
屋根

屋上
・雨漏りの他、躯体劣化や設備故障に繋がる。 1.5

Ｂ 75
外壁

外部建具

・雨漏りの他、躯体劣化や設備故障に繋がる。

・外壁剥落等による事故発生の恐れがある。
2.0

Ｃ 40 内部仕上げ ・他部位に比べると使用上の支障は少ない。 1.0

Ｄ 10 電気設備
・照明・電源等の故障により支障が生じる。

・漏電等による事故発生の恐れがある。
1.5

機械設備
・漏水や空調故障により使用上の支障が生じる。（漏水

の場合、設備故障に繋がる）
1.5

 

 

健全度＝総和（①部位の評価点×②部位の評価係数）÷7.5

③健全度

　※100点満点とするため評価係数の合計値（7.5）で割り戻している。

　※数値が大きいほど建物の健全度が高いことを示す。
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（参考）評価基準写真事例　　　※「学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書（H29.3）」より
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４．対策内容と実施時期 

４－１ 点検・診断 

 点検・診断については行動計画（４－１ 点検・診断、修繕・更新等）において、「法定点検、

国土交通省告示第 282 号を参考とした点検、定期及び随時の施設パトロール等によりインフラ

の状態を把握し、劣化・損傷の程度に応じて詳細な調査を行う」こととしており、点検内容と

実施時期は次表とする。 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

建築物 ○ ○ ○

防火設備 － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

昇降機等 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

外壁、防水

吊り天井等

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　※建築基準法第12条に基づく定期報告（12条報告）：本学における建築物の報告対象は病院に限られており、報告年度は宇部市の指定による。

　※国土交通省告示第282号を参考とした点検（非構造部材点検）：外壁・防水・大空間の吊り天井等非構造部材を点検対象として３年計画で実施。

施設パトロール

Ⅰ期　※西暦（年度）

建築基準法第12条に基づく定
期報告

点検・調査

消防法に基づく消防点検

国土交通省告示第282号を参考
とした点検

○ ○ ○－

電気事業法に基づく自家用電気工作物点検

 

４－２ 修繕・更新 

【建物】 

従来の事後対応型修繕から個別施設計画に基づく予防保全型修繕への転換により長寿命化を

図る。建物の供用年数は原則建設後７０年（プレハブ、木造は４０年）とし、供用期間中にお

ける対策内容と実施時期は次表とする。 ※大規模改修を行った場合には建設後７０年以上かつ改修後２５年使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

点検・保守 点検・保守

 屋根  屋根 撤去新設又はカバー工法により新設

 屋上（防水）撤去新設又は防水シート全面増張り

 屋上（防水）  外壁 下地劣化部補修の上、全面改修

 建具 高性能建具に更新又は複層ガラスに更新

 内装 間仕切り変更を含む全面改修

 外壁  電気設備 配電盤や配線更新を含む全面改修

 給排水設備 受水槽や給排水ガス管更新を含む全面更新

 建具 不具合ヶ所の補修  空調設備 空調・換気設備の全面更新

 内装 不具合ヶ所の補修又は部分改修  トイレ改修

 設備器具 不具合ヶ所の修理又は部分更新

 省エネ改修

 その他 石綿含有建材の撤去

※予防保全とは損傷が軽微である早期段階から機能の保持・回復を図るために修繕等を行う予防的な保全のことであり、本計画に
おいてはあらかじめ周期を決めて計画的に修繕等を行う計画保全を含むものとする。

※大規模改修の実施時期が遅れ、２度目の予防保全と取壊し時期との間隔が著しく短くなる場合（予防保全後10年以内に取壊し
等）には、２度目の予防保全の取止め又は実施時期の前倒しを検討する。

対策
内容

目的

実施時期 経年35年経年17年、経年52年（大規模改修後17年）

クラック・浮き・剥落・鉄筋腐食等の劣化
補修、トップコート塗替又は部分改修

多目的トイレの整備や乾式化・洋式化を含
む全面改修

屋根・外壁の断熱改修、複層ガラス・高効
率照明・節水器具・高効率空調への更新

経年劣化に対する機能回復
教育研究診療等の変化に対する機能強化

経年劣化に対する機能回復

防水シート・ルーフドレン周囲・シーリン
グ等の劣化補修、トップコート塗替又は防
水シート全面増張り

金属屋根・軒とい・軒板等の劣化補修、
トップコート塗替又は塗膜防水

50 60 70 80経年 0 10 20 30 40

建物

点検・保守 点検・保守

大
規
模
改

予
防
保
全
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全
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設
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【ライフライン】 

供用年数は原則設置後３０年とし、供用期間中における対策内容と実施時期は次表とする。 

点検・保守・部分更新

25 30 35 40経年 0 5 10 15 20

基幹設備
基幹配線
基幹配管

経年1～15年

ライフラインの適正維持

経年16～30年

経年が進んだライフライ
ンの適正維持及び不具合
修繕・部分更新による機
能回復

点検・保守

更
新

設
置

 

 

５．整備計画の策定方針 

５－１ 計画区分 

 整備計画は次の計画区分毎に策定する。附属病院、職員宿舎、ライフラインについては、長

期の整備計画を策定済みであるため、既存の整備計画を以て本計画（Ⅰ期）における整備計画

とする。 

既存整備計画

教育研究施設

附属病院 医学部附属病院整備計画

職員宿舎 職員宿舎在り方検討会（宿舎を維持するための所要額）

ライフライン整備計画（2016～2025年度）

建物

計画区分

ライフライン
 

 

５－２ 教育研究施設の整備計画 

 教育研究施設の整備計画は、本計画の趣旨（メンテナンスサイクルの構築による計画的な維

持管理の実施）及び「４－２ 修繕・更新」で示す実施時期を踏まえ、経年による計画的な整

備（大規模改修・予防保全）を基本として作成する。 

その際、部位毎の劣化状況評価が全て「Ａ」の場合には整備時期の後送りを、評価項目に「Ｄ」

評価が有る場合には整備時期の前倒しを検討する。また、特定の年度に整備が集中する場合に

は、健全度・規模・用途等を考慮し、整備予算の平準化を図るものとする。 

なお、「４－２ 修繕・更新」で示す実施時期は、本学において予防保全型修繕への転換を図

るための標準的なメンテナンスサイクルを示すものであるが、現時点では未改修のまま整備時

期を超過している建物が多数存在する状況であるため、これらの解消にも配慮した整備計画と

する。 
 

※大規模改修の優先順位については、「３－１ 優先順位の考え方」に記載したとおり、施設環境委員会により審議し決定となるが、中

長期的に必要となるコスト把握や、２度目の予防保全時期を把握するため、経年による整備時期の目安を記載する。 
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６．対策費用 

６－１ 中長期的な計画的営繕・更新等コストの見通し 

 本学のインフラ維持に必要となる中長期的な計画的営繕・更新等コストの見通しについては、

行動計画（３－１ 中長期的な計画的営繕・更新等コストの見通し）において次のとおり示し

ている。 

計画区分 大規模改修
事後保全
（積残し）

予防保全
改築
更新

計
（億円）

教育研究施設 253.6 8.5 58.3 387.5 707.9

附属病院 101.2 0.0 17.1 9.5 127.8

職員宿舎 － 0.3 － 17.8 18.1

計 354.8 8.8 75.4 414.8 853.8

ライフライン － － － 79.7 79.7

　※建物は２０１６年度～２０４５年度までの３０年間で必要となるコストを試算

　※ライフラインは２０１６年度～２０２５年度までの１０年間で必要となるコストを試算

建物
（長寿命化）

 

〔図〕中長期的な計画的営繕・更新等コストの見通し（建物）  ※行動計画より 

 

 

〔図〕中長期的な更新コストの見通し（ライフライン）  ※行動計画より 
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 ６－２ 財源区分 

 整備計画を実行するための主な財源と財源毎に想定される整備内容は次のとおりである。 

なお、附属病院は病院収入又は施設整備費補助金（１割補助+９割借入れ）、職員宿舎は家賃

収入による整備を基本とする。 

整備内容

施設整備費補助金 大規模改修、改築、ライフライン更新（大規模）

施設費交付金 部分改修、予防保全、ライフライン更新（小規模）

運営費交付金 部分改修、予防保全、事後保全

寄付金・自己収入 施設整備全般

財源区分

 

６－３ 教育研究施設の予防保全費確保状況 

長寿命化への転換を図る上で重要となる予防保全については、運営費交付金を主財源として

実施していくこととなるが、特に教育研究施設については附属病院や職員宿舎と異なり、病院

収入や家賃収入等の外部資金獲得が困難であることから、安定的な財源の確保が重要となる。 

教育研究施設で今後必要となる計画的な予防保全費の見通しと確保状況については、行動計

画（４－４ 予算管理）において次のとおり示している。 
 

（予防保全費の確保状況） 

   計画的な予防保全の実施に必要な額  ２．２億円   （１．９億円） 

   予防保全に充当できている額     ０．６５億円  （０．６５億円） 

   今後検討が必要な額         １．５５億円  （１．２５億円） 
 

※予防保全費の状況は１年単位での必要額・充当額を示す。 

※事後保全の積残しの解消は修繕費による事後保全又は大規模改修の中で対応することとし、予防保全費より除外した。 

 

〔図〕今後３０年間に必要となる予防保全費（建物：教育研究施設）   ※行動計画より 

 

 

毎年１.９億円の実行財源を確保し、予防保全を計画的に行うことが理想ではあるが、現在の

厳しい財政状況の中、その費用を全て捻出することは不可能である。このため、整備範囲の選

別及び整備時期の平準化等を行い、より実現性のある計画とする必要がある。 
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累計：約 67 億円 

（約 58 億円） ※積残し額を除く→ 

※事後保全の積残しを除外した額 
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６－４ 整備範囲の選別 

 計画的な予防保全をより現実的な計画とするため、「１－３ 対象施設」で示す対象施設につ

いて、規模・用途により整備範囲を選別する。 

【予防保全範囲の見直し】 

 行動計画における中長期的な計画的営繕・更新等コストの見通しにおいて想定した予防保全

の範囲について、「３－１ 優先順位の考え方」及び「４－２ 修繕・更新」で示す対策内容を

踏まえ整備割合の見直しを行う。 

整備部位 行動計画
（整備割合）

見直し
（整備割合）

対策内容　※見直し後

防　　水 50 50 劣化部補修+全面防水シート増張り又は塗替え

屋　　根 50 50 劣化部補修+全面トップコート塗替又は塗膜防水

外　　壁 50 50 劣化部補修+全面トップコート塗替又は部分改修

床 0 10 不具合ヶ所の補修又は部分改修

内　　壁 0 10 不具合ヶ所の補修又は部分改修

天　　井 0 10 不具合ヶ所の補修又は部分改修

外部建具 0 10 不具合ヶ所の補修

内部建具 0 10 不具合ヶ所の補修

照明器具 50 15 不具合ヶ所の修理又は部分更新

電力器具 50 15 不具合ヶ所の修理又は部分更新

通信器具 50 15 不具合ヶ所の修理又は部分更新

衛生器具 50 15 不具合ヶ所の修理又は部分更新

空　　調 50 15 不具合ヶ所の修理又は部分更新

換　　気 50 15 不具合ヶ所の修理又は部分更新

㎡単価 2.0万円 → 1.5万円

→

 

 

【整備対象のトリアージ】 

 対象施設（教育研究施設）のうち、300 ㎡未満の小規模建物については、定期的な点検診断

により劣化状況を把握することで、劣化が進行した際においても事後保全により十分に対応が

可能であることから、計画的な予防保全を行わない計画とする。 

点検診断 予防保全 事後保全

対象外施設 ○ ◎

対象施設 教育研究施設 小規模建物 ◎ ◎

大規模建物 ◎ ◎ ○

附属病院 ◎ ◎ ○

職員宿舎 ◎ ◎ ○

　※点検診断において、「◎」は法定点検＋任意点検を行うことを、「○」は法定点検のみ行うことを示す。

　※予防保全及び事後保全における「◎」は、主たる保全手法が予防保全又は事後保全であることを示す。

　※対象外施設、附属病院、職員宿舎における点検・保全等の対応は参考とする。  
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６－５ 対策費用 

 行動計画及び「６－３ 教育研究施設の予防保全費確保状況」で示した教育研究施設におい

て必要となる予防保全費の見通しについて、２０１８年度末までの整備実績を反映するととも

に、「６－４ 整備範囲の選別」により必要額の見直しを行った結果、２０４５年度までに必要

となる費用の見通しは約３５億年となった。 

Ⅰ期目は、長寿命化計画への過渡期にあたるため、整備時期を超過した建物が多数存在して

おり、また、各団地の総合研究棟等の大規模建物が予防保全時期を迎えるため必要額が多くな

っている。Ⅲ期目は、大規模改修の実施時期が遅れるため、２度目の予防保全と取壊し時期と

の間隔が著しく短くなり予防保全を実施しない建物が多数存在することから必要額が小額とな

っている。各年度における予防保全費必要額にばらつきが大きいため、健全度・規模・用途等

を考慮し整備予算の平準化を図った。（図下段） 

平準化した場合においても多額の予算が必要となるため、定期的な点検・診断により保全費

の精査を行なうとともに、予算確保手法の検討についても継続的に行い予防保全費の確保に努

める。 

 

〔図〕教育研究施設の予防保全費（整備実績反映及び整備範囲選別）    ※平準化前 
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累計：約 35 億円 

平均：1.3 億円/年 

累計：約 35 億円 

実績 

実績 

見通し額 

見通し額 

（平準化） 
見通し額 

平均：1.6 億円/年 
平均：1.1 億円/年 

Ⅰ期：15 億円     Ⅱ期：11 億円       Ⅲ期：9 億

Ⅰ期：13 億円     Ⅱ期：13 億円       Ⅲ期：9 億

事業費の平準化（一部後送り） 
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【予算確保手法の検討例】 

予算確保のための検討例としては次のような手法が考えられる。 
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７．整備計画 

７－１ 整備計画 

【教育研究施設】 

 本計画（Ⅰ期）において大規模改修又は予防保全を実施する建物は次表とする。 

※施設整備費補助金の措置状況や定期的に行う劣化状況評価の結果によっては実施時期がⅡ期以降となる可能性もある。 
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【附属病院、職員宿舎、ライフライン】 

 附属病院、職員宿舎、ライフラインの整備計画は、既存の整備計画を以て本計画の整備計画

とする。 

 

７－２ 整備計画のフォローアップ 

整備計画について、劣化の著しい進行や部分改修の実施等により整備の優先順位に大幅な変

更が生じた場合や、施設整備費補助金に依存する大規模事業の予算措置状況等により計画の見

直しが必要と考えられる場合には適宜見直しを実施する。 
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 国立大学法人山口大学 施設環境委員会 

  〒753-8511 
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  ＴＥＬ：０８３－９３３－５１２０ 

  ＦＡＸ：０８３－９３３－５１４１ 

  ＵＲＬ：http://www.yamaguchi-u.ac.jp/ 
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